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告
　
示

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
（
四
八
九
・
横
手
保
健
所
）
…
…
…
…
…
１

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
四
九
〇
・
横
手
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
国
定
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
の
決
定
（
四
九
一
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
国
定
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
の
変
更
（
四
九
二
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
県
立
自
然
公
園
に
関
す
る
公
園
計
画
の
決
定
（
四
九
三
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
県
立
自
然
公
園
に
関
す
る
公
園
計
画
の
変
更
（
四
九
四
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
県
立
自
然
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
の
廃
止
（
四
九
五
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
県
立
自
然
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
の
決
定
（
四
九
六
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
県
立
自
然
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
の
変
更
（
四
九
七
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
９

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
し
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
（
四
九
八
・
商
工
業
振
興
課
）
…
…
10

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
（
四
九
九
・
商
工
業
振
興
課
）
…
…
10

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
五
〇
〇
・
由
利
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
11

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
五
〇
一
・
平
鹿
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
11

公
　
告

◯
物
品
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
情
報
企
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

◯
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12

◯
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
の
届
出
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
雄
勝
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
13

◯
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
同
意
（
雄
勝
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
13

◯
物
品
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
管
財
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
13

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
管
財
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
14

監
査
委
員
公
告

◯
監
査
結
果
の
公
表
（
一
二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
14

秋
田
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
栗
駒
国

定
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
の
一
部
を
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
概

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
称

鍛
治
町
さ
い
た
薬

局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

横
手
市
鍛
冶
町
一
番
一
号

辞

退

年

月

日

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

名
　
　
　
称

鍛
治
町
さ
い
た
薬

局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

横
手
市
鍛
冶
町
一
番
一
号

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
六
月
一
日
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秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号

秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
県
立
自
然
公
園
に
関
す
る
公
園
計
画
の
一
部
を
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
森
吉
山
県
立
自
然
公
園

（一）

保
護
規
制
計
画

ア
　
車
馬
若
し
く
は
動
力
船
の
使
用
又
は
航
空
機
の
着
陸
を
規
制
す
る
区
域

要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

栗
駒
国
定
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
の
一
部
を
変
更
し
た
の
で
、
自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年

法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

事
業
の
種
類

泥
湯
温
泉
宿
舎

大
湯
園
地

事
　
　
業
　
　
地

秋
田
県
湯
沢
市
高
松
（
泥
湯

温
泉
）

秋
田
県
雄
勝
郡
皆
瀬
村
畑
等

（
大
湯
）

施
　
設
　
の
　
規
　
模

区
域
面
積
　
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

最
大
宿
泊
者
数
　
一
五
〇
人
／
日

区
域
面
積
　
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

泥
湯
温
泉
宿
舎

大
湯
園
地

秋
田
県
湯
沢
市
高
松
（
泥
湯

温
泉
）

秋
田
県
雄
勝
郡
皆
瀬
村
畑
等

（
大
湯
）

区
域
面
積
　
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

最
大
宿
泊
者
数
　
一
五
〇
人
／
日

区
域
面
積
　
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

小
安
温
泉
園
地

皆
瀬
渓
谷
園
地

小
安
温
泉
園
地

皆
瀬
渓
谷
園
地

事

　

業

　

の

　

種

　

類

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

事
　
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
　
他

施
　
　
　
設
　
　
　
の
　
　
　
規
　
　
　
模

園
路
、
そ
の
他

園
路
、
ベ
ン
チ
、
野
外
卓
、
そ

の
他

区
域
面
積

二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

区
域
面
積

二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

秋
田
県
雄
勝
郡
皆
瀬
村
畑
等
字

湯
元

秋
田
県
雄
勝
郡
皆
瀬
村
国
有
林

増
田
事
業
区
四
〇
林
班
内

秋
田
県
雄
勝
郡
皆
瀬
村
畑
等

（
小
安
温
泉
）

秋
田
県
雄
勝
郡
皆
瀬
村
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
湯
沢
支
署
一

〇
三
八
林
班
及
び
一
〇
四
〇
林

班

名
　
称

森
吉
山

区
　
　
　
　
　
　
域

北
秋
田
郡
森
吉
町
国
有
林

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿

仁
支
署
一
〇
三
三
林
班
の
全
部

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿

仁
支
署
一
〇
三
一
林
班
、
一
〇

三
二
林
班
、
一
〇
三
四
林
班
か

地

種

区

分

第
一
種
特
別
地
域

第
二
種
特
別
地
域

第
三
種
特
別
地
域

面
　
　
　
積

二
九
六
三
ヘ
ク
タ
ー

ル



平成16年 6月11日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1579号

（二）

保
護
施
設
計
画

ア
　
保
護
施
設

（三）

利
用
施
設
計
画

ア
　
単
独
施
設
の
削
除

イ
　
単
独
施
設
の
追
加

ウ
　
運
輸
施
設
の
追
加

二
　
真
木
真
昼
県
立
自
然
公
園

（一）

集
団
施
設
地
区
の
削
除

（二）

単
独
施
設
の
追
加

３

ら
一
〇
三
七
林
班
、
一
〇
四
三

林
班
、
一
〇
四
五
林
班
及
び
一

〇
四
九
林
班
か
ら
一
〇
五
一
林

班
の
各
一
部

北
秋
田
郡
森
吉
町
森
吉
字
森
吉
の

全
部

北
秋
田
郡
阿
仁
町
国
有
林

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿

仁
支
署
二
〇
〇
三
林
班
か
ら
二

〇
〇
七
林
班
、
二
〇
一
〇
林
班
、

二
〇
一
三
林
班
か
ら
二
〇
一
五

林
班
、
二
〇
一
八
林
班
及
び
二

〇
一
九
林
班
の
各
一
部

番
号

１２

種
　
類

植
生
復
元
施

設自
然
再
生
施

設

位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置

北
秋
田
郡
森
吉
町
国
有
林

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支
署
一
〇
四
九
林
班

北
秋
田
郡
阿
仁
町
国
有
林

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支
署
二
〇
〇
五
林
班
、
二
〇

〇
六
林
班
及
び
二
〇
一
〇
林
班

北
秋
田
郡
森
吉
町
森
吉
字
森
吉
山
麓
高
原

番
号

20

種
　
類

ス
キ
ー
場

位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置

北
秋
田
郡
森
吉
町
森
吉
及
び
阿
仁
町
（
森
吉
山
）

番
号

203132

種
　
類

ス
キ
ー
場

ス
キ
ー
場

博
物
展
示
施

設

位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置

北
秋
田
郡
森
吉
町

国
有
林
米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支
署

一
〇
四
九
林
班
か
ら
一
〇
五
二
林
班
（
森
吉
山
森
吉
）

北
秋
田
郡
阿
仁
町

国
有
林
米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支
署

二
〇
〇
三
林
班
及
び
二
〇
〇
四
林
班
（
森
吉
山
阿
仁
）

北
秋
田
郡
森
吉
町
森
吉
字
森
吉
山
麓
高
原
（
ノ
ロ
川
牧
場
）

番
号

５６

種
　
類

野
営
場

ス
キ
ー
場

園
地

位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置

仙
北
郡
太
田
町
川
口
字
大
台
（
大
台
）

仙
北
郡
太
田
町
川
口
字
大
台
（
大
台
）

仙
北
郡
太
田
町
川

字
大
台
（
大
台
）

番
号

３

路
線
名

森
吉
山
阿

仁
線

種
　
類

索
道
運
送

施
設

位
　
置
　
又
　
は
　
区
　
間

起
点
―
北
秋
田
郡
阿
仁
町
国
有
林
米
代
東
部
森
林
管
理

署
上
小
阿
仁
支
署
二
〇
〇
三
林
班
（
公
園
境
界
）

終
点
―
北
秋
田
郡
阿
仁
町
国
有
林
米
代
東
部
森
林
管
理

署
上
小
阿
仁
支
署
二
〇
〇
三
林
班
（
樹
氷
平
）

番
号

１

名
　
称

川
口

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

仙
北
郡
太
田
町
川
口
字
バ
チ
沢
（
四
一
・
〇
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
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（三）

単
独
施
設
の
削
除

（四）

歩
道
の
追
加

（五）

歩
道
の
削
除

４

番
号

５６７８９101213

種
　
類

野
営
場

ス
キ
ー
場

園
地

宿
舎

園
地

運
動
場

園
地

園
地

位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置

仙
北
郡
太
田
町
川
口
字
大
台
（
大
台
）

仙
北
郡
太
田
町
川
口
字
大
台
（
大
台
）

仙
北
郡
太
田
町
川
口
字
大
台
（
大
台
）

仙
北
郡
太
田
町
太
田
字
惣
行
大
谷
地
（
川
口
）

仙
北
郡
太
田
町
太
田
字
惣
行
大
谷
地
（
川
口
）

仙
北
郡
太
田
町
太
田
字
惣
行
大
谷
地
（
川
口
）

仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
九
林
班
（
オ
ブ
山
入
口
）

仙
北
郡
千
畑
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
六
林
班
（
川
口
渓
谷
）

番
号

１２３４８

種
　
類

避
難
小
屋

避
難
小
屋

避
難
小
屋

山
小
屋

避
難
小
屋

位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置

仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
五
九
林
班
い
小
班
（
一
泊
）

仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
〇
林
班
ろ
小
班
（
薬
師
平
）

仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
三
林
班
わ
小
班
（
滝
倉
）

仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
三
林
班
ぬ
小
班
（
マ
タ
ギ
小
屋
）

仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

８1012

小
屋

避
難
小
屋

園
地

避
難
小
屋

仙
北
郡
太

町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
三
林
班
ぬ
小
班
（
マ
タ
ギ
小
屋
）

仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
四
林
班
な
小
班
（
青
シ
カ
山
）

仙
北
郡
千
畑
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
六
林
班
ね
小
班
（
川
口
渓
谷
県
境
）

仙
北
郡
千
畑
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
九
二
林
班
は
小
班
（
真
昼
岳
南
岱
）

番
号

３６

路
線
名

甲
山
線

川
口
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
三
林
班
（
み
す
ず
長
根
口
）

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
四
林
班
（
甲
山
・
歩
道
合
流

点
）

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
六
林
班
（
川
口
渓
谷
）

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
六
林
班
（
南
の
風
鞍
・
歩
道

合
流
点
）

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
七
林
班
（
川
口
渓
谷
）

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
七
林
班
（
鹿
の
子
山
・
歩
道

合
流
点
）

番
号

２

路
線
名

袖
川
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
二
林
班
い
小
班
地
内

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
五
九
林
班
ろ
小
班
地
内
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秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

県
立
自
然
公
園
に
関
す
る
公
園
計
画
の
一
部
を
変
更
し
た
の
で
、
秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭

和
三
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
七
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
森
吉
山
県
立
自
然
公
園

（一）

利
用
施
設
計
画
の
う
ち
、
変
更
後
の
車
道
の
一
部

二
　
田
代
岳
県
立
自
然
公
園

（一）

利
用
施
設
計
画
の
う
ち
、
変
更
後
の
歩
道
の
一
部

三
　
真
木
真
昼
県
立
自
然
公
園

（一）

利
用
施
設
計
画
の
う
ち
、
変
更
後
の
単
独
施
設

５

番
号

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
五
九
林
班
ろ
小
班
地
内

番
号

２

路
線
名

ノ
ロ
川
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

起
点
―
北
秋
田
郡
森
吉
町
森
吉
（
湯
ノ
岱
・
車
道
分
岐
点
）

終
点
―
北
秋
田
郡
森
吉
町
森
吉
（
大
印
・
県
立
自
然
公
園
境
界
）

起
点
―
北
秋
田
郡
森
吉
町
森
吉
（
東
ノ
又
沢
・
県
立
自
然
公
園
境

界
）

終
点
―
北
秋
田
郡
森
吉
町
森
吉
（
ノ
ロ
川
牧
場
）

終
点
―
北
秋
田
郡
森
吉
町
森
吉
（
立
川
）

番
号

１

路
線
名

田
代
岳
縦
走

線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

起
点
―
北
秋
田
郡
田
代
町
（
荒
沢
口
）

起
点
―
北
秋
田
郡
田
代
町
（
上
荒
沢
・
公
園
境
界
）

起
点
―
北
秋
田
郡
田
代
町
（
上
荒
沢
口
）

終
点
―
北
秋
田
郡
田
代
町
（
田
代
湿
原
・
歩
道
合
流
点
）

終
点
―
北
秋
田
郡
田
代
町
（
薄
市
沢
・
公
園
境
界
）

番
号

１２３４５６７８９10111213145

種
　
類

園
地

野
営
場

園
地

園
地

野
営
場

ス
キ
ー
場

園
地

宿
舎

園
地

運
動
場

宿
舎

園
地

園
地

園
地

野
営
場

位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置

仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
三
林
班
（
マ
タ
ギ
小
屋
）

仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
六
林
班
（
マ
タ
ギ
小
屋
）

仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
二
林
班
（
袖
川
）

仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
〇
林
班
（
七
瀬
沢
滝
）

仙
北
郡
太
田
町
川
口
字
大
台
（
大
台
）

仙
北
郡
太
田
町
川
口
字
大
台
（
大
台
）

仙
北
郡
太
田
町
川
口
字
大
台
（
大
台
）

仙
北
郡
太
田
町
太
田
字
惣
行
大
谷
地
（
川
口
）

仙
北
郡
太
田
町
太
田
字
惣
行
大
谷
地
（
川
口
）

仙
北
郡
太
田
町
太
田
字
惣
行
大
谷
地
（
川
口
）

仙
北
郡
太
田
町
川
口
字
バ
チ
沢
（
鹿
子
温
泉
）

仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
九
林
班
（
オ
ブ
山
入
口
）

仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
六
林
班
（
川
口
渓
谷
）

仙
北
郡
千
畑
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
八
三
林
班
（
峰
越
）

仙
北
郡
千
畑
町
国
有
林
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（二）

利
用
計
画
の
う
ち
、
変
更
後
の
歩
道

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

森
吉
山
県
立
自
然
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
の
一
部
を
廃
止
し
た
の
で
、
秋
田
県
立
自
然
公
園
条

例
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
七

６

131415

園
地

園
地

野
営
場

秋

森
林
管
理
署
二
一
七
九
林
班
（
オ
ブ

入

）

仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
六
林
班
（
川
口
渓
谷
）

仙
北
郡
千
畑
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
八
三
林
班
（
峰
越
）

仙
北
郡
千
畑
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
九
一
林
班
（
善
知
鳥
）

番
号

１２３４

路
線
名

白
岩
岳
・
真

昼
岳
縦
走
線

薬
師
岳
線

甲
山
線

風
鞍
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
五
八
林
班
（
白
岩
薬
師
）

終
点
―
仙
北
郡
千
畑
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
九
三
林
班
（
女
神
山
）

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
三
林
班
（
甘
露
水
口
）

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
三
林
班
（
薬
師
岳
・
歩
道
合

流
点
）

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
三
林
班
（
み
す
ず
長
根
口
）

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
四
林
班
（
甲
山
・
歩
道
合
流

点
）

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
五
林
班
（
黒
森
山
・
公
園
境

界
）

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
六
五
林
班
（
風
鞍
・
歩
道
合
流

点
）

５６７８

東
北
自
然
歩

道
線

川
口
線

真
昼
岳
線

善
知
鳥
線

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
川
口
字
千
本
野
（
自
然
公
園
境
界
）

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
太
田
字
惣
行
谷
地
田
（
自
然
公
園
境
界
）

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
太
田
字
惣
行
山
（
自
然
公
園
境
界
）

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
太
田
字
石
神
荒
屋
敷
（
自
然
公
園
境
界
）

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
六
林
班
（
川
口
渓
谷
）

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
六
林
班
（
南
の
風
鞍
・
歩
道

合
流
点
）

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
七
林
班
（
川
口
渓
谷
）

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
七
七
林
班
（
鹿
の
子
山
・
歩
道

合
流
点
）

起
点
―
仙
北
郡
千
畑
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
八
七
林
班
（
赤
倉
口
・
公
園
境

界
）

終
点
―
仙
北
郡
千
畑
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
九
〇
林
班
（
赤
倉
山
・
歩
道
合

流
点
）

起
点
―
仙
北
郡
千
畑
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
九
一
林
班
（
善
知
鳥
口
・
公
園

境
界
）

終
点
―
仙
北
郡
千
畑
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一
九
二
林
班
（
兎
平
・
歩
道
合
流

点
）
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条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
県
立
自
然
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
の
一
部
を
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
森
吉
山
県
立
自
然
公
園

二
　
真
木
真
昼
県
立
自
然
公
園

７

事
業
の
種
類

森
吉
山
ス
キ
ー
場

事
　
　
業
　
　
地

北
秋
田
郡
森
吉
町
森
吉
国
有

林
四
九
、
五
〇
、
五
一
、
及

び
五
二
林
班

北
秋
田
郡
阿
仁
町
鍵
ノ
滝
国

有
林三

林
班

北
秋
田
郡
阿
仁
町
鳥
戸
内
国

有
林四

林
班

施
　
設
　
の
　
規
　
模

区
域
面
積

二
九
〇
・
九
ヘ
ク
タ
ー
ル

事
業
の
種
類

森
吉
山
森
吉
ス
キ

ー
場

森
吉
山
阿
仁
ス
キ

ー
場

事
　
　
業
　
　
地

北
秋
田
郡
森
吉
町
国
有
林

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上

小
阿
仁
支
署
一
〇
四
九
林

班
か
ら
一
〇
五
二
林
班
ま

で
北
秋
田
郡
阿
仁
町
国
有
林

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上

小
阿
仁
支
署
二
〇
〇
三
林

班
及
び
二
〇
〇
四
林
班

施
　
設
　
の
　
規
　
模

区
域
面
積

一
八
九
・
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

区
域
面
積

三
五
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

ー
場

森
吉
山
阿
仁
線
索

道
運
送
施
設

森
吉
山
植
生
復
元

施
設

ノ
ロ
川
牧
場
自
然

再
生
施
設

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上

小
阿
仁
支
署
二
〇
〇
三
林

班
及
び
二
〇
〇
四
林
班

起
点
―
北
秋
田
郡
阿
仁
町
国

有
林

米
代
東
部
森
林
管
理

署
上
小
阿
仁
支
署
二

〇
〇
三
林
班
（
県
立

自
然
公
園
境
界
）

終
点
―
北
秋
田
郡
阿
仁
町
国

有
林

米
代
東
部
森
林
管
理

署
上
小
阿
仁
支
署
二

〇
〇
三
林
班
（
樹
氷

平
）

北
秋
田
郡
森
吉
町
国
有
林

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上

小
阿
仁
支
署
一
〇
四
九
林

班
北
秋
田
郡
阿
仁
町
国
有
林

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上

小
阿
仁
支
署
二
〇
〇
五
林

班
、
二
〇
〇
六
林
班
及
び

二
〇
一
〇
林
班

北
秋
田
郡
森
吉
町
森
吉
字
森

吉
山
麓
高
原

三
五
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

路
線
距
離

〇
・
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

最
大
輸
送
量

一
八
〇
〇
人
／
時

区
域
面
積

〇
・
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

区
域
面
積

四
八
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

事
業
の
種
類

薬
師
岳
線
道
路

事
　
　
業
　
　
地

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有

施
　
設
　
の
　
規
　
模

路
線
距
離
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８

（
歩
道
）

甲
山
線
道
路
（
歩

道
）

風
鞍
線
道
路
（
歩

道
）

川
口
線
道
路
（
歩

道
）

林秋
田
森
林
管
理
署
二

一
六
三
林
班
（
甘
露

水
口
）

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有

林秋
田
森
林
管
理
署
二

一
六
三
林
班
（
薬
師

岳
・
歩
道
合
流
点
）

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有

林秋
田
森
林
管
理
署
二

一
六
三
林
班
（
み
す

ず
長
根
口
）

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有

林秋
田
森
林
管
理
署
二

一
六
四
林
班
（
甲

山
・
歩
道
合
流
点
）

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有

林秋
田
森
林
管
理
署
二

一
六
五
林
班
（
黒
森

山
・
公
園
境
界
）

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有

林秋
田
森
林
管
理
署
二

一
六
五
林
班
（
風

鞍
・
歩
道
合
流
点
）

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有

林

二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

路
線
距
離

四
・
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

路
線
距
離

二
・
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

路
線
距
離

一
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

真
昼
岳
線
道
路

（
歩
道
）

善
知
鳥
線
道
路

（
歩
道
）

秋
田
森
林
管
理
署
二

一
七
六
林
班
（
川
口

渓
谷
）

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有

林秋
田
森
林
管
理
署
二

一
七
六
林
班
（
南
の

風
鞍
・
歩
道
合
流

点
）

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有

林秋
田
森
林
管
理
署
二

一
七
七
林
班
（
川
口

渓
谷
）

終
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有

林秋
田
森
林
管
理
署
二

一
七
七
林
班
（
鹿
の

子
山
・
歩
道
合
流

点
）

起
点
―
仙
北
郡
千
畑
町
国
有

林秋
田
森
林
管
理
署
二

一
八
七
林
班
（
赤
倉

口
・
公
園
境
界
）

終
点
―
仙
北
郡
千
畑
町
国
有

林秋
田
森
林
管
理
署
二

一
九
〇
林
班
（
赤
倉

山
・
歩
道
合
流
点
）

起
点
―
仙
北
郡
千
畑
町
国
有

林

路
線
距
離

二
・
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

路
線
距
離

三
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
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秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

県
立
自
然
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
の
一
部
を
変
更
し
た
の
で
、
秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭

和
三
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
七
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

９

秋
田
森
林
管
理
署
二

一
九
一
林
班
（
善
知

鳥
口
・
公
園
境
界
）

終
点
―
仙
北
郡
千
畑
町
国
有

林秋
田
森
林
管
理
署
二

一
九
二
林
班
（
兎

平
・
歩
道
合
流
点
）

田
代
岳
縦
走
道
路
（
歩

道
）

田
代
岳
縦
走
線
道
路

（
歩
道
）

事

　

業

　

の

　

種

　

類

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

事
　
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
　
他

施
　
　
　
設
　
　
　
の
　
　
　
規
　
　
　
模

延
長

八
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

延
長

八
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

起
点
―
北
秋
田
郡
田
代
町
（
荒

沢
口
）

起
点
―
北
秋
田
郡
田
代
町
（
上

荒
沢
・
公
園
境
界
）

起
点
―
北
秋
田
郡
田
代
町
（
上

荒
沢
口
）

終
点
―
北
秋
田
郡
田
代
町
（
薄

市
沢
・
公
園
境
界
）

起
点
―
北
秋
田
郡
田
代
町
（
荒

沢
口
）

起
点
―
北
秋
田
郡
田
代
町
（
上

荒
沢
・
公
園
境
界
）

起
点
―
北
秋
田
郡
田
代
町
（
上

荒
沢
口
）

終
点
―
北
秋
田
郡
田
代
町
（
田

代
湿
原
・
歩
道
合
流

点
）

終
点
―
北
秋
田
郡
田
代
町
（
薄

市
沢
・
公
園
境
界
）

一
　
田
代
岳
県
立
自
然
公
園

薬
師
岳
真
昼
岳
線
道
路

（
歩
道
）

白
岩
岳
・
真
昼
岳
縦
走

線
道
路
（
歩
道
）

事

　

業

　

の

　

種

　

類

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

事
　
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
　
他

施
　
　
　
設
　
　
　
の
　
　
　
規
　
　
　
模

路
線
距
離

三
〇
・
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

路
線
距
離

三
二
・
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

起
点
―
秋
田
営
林
局
大
曲
事
業

区
一
五
八
林
班
ろ
小
班

終
点
―
秋
田
営
林
局
大
曲
事
業

区
一
九
二
林
班
い
小
班

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一

五
八
林
班
（
白
岩
薬
師
）

終
点
―
仙
北
郡
千
畑
町
国
有
林

二
　
真
木
真
昼
県
立
自
然
公
園
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秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告

し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ヤ
マ
キ
秋
田
卸
町
店
資
材
館

秋
田
市
卸
町
一
丁
目
九
十
三
番
一
号

二
　
秋
田
市
長
の
意
見

（一）

騒
音
に
つ
い
て

（１）

夜
間
に
お
け
る
規
制
基
準
超
過
対
策
と
し
て
駐
車
場
の
利
用
（
駐
車
及
び
走
行
）
の
制
限

を
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
。
ま
た
、
緑
地
帯
等
に
よ
る
騒
音
の
緩
衝
も
検
討
す
る
こ
と
。

（２）

現
況
が
事
務
所
と
い
う
理
由
で
夜
間
の
規
制
基
準
を
超
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
対
策

を
講
じ
な
い
箇
所
が
あ
る
。
用
途
区
域
が
第
一
種
住
居
専
用
地
域
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
将

来
住
宅
が
立
地
す
る
恐
れ
が
な
い
と
は
言
え
ず
、
苦
情
が
発
生
し
た
場
合
に
は
十
分
な
対
応

を
す
る
こ
と
。

（３）

駐
車
場
利
用
時
間
が
午
前
六
時
三
十
分
と
比
較
的
早
い
時
間
帯
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
駐
車

場
の
騒
音
対
策
と
し
て
夜
間
の
み
な
ら
ず
早
朝
の
利
用
制
限
も
検
討
す
る
こ
と
。

（４）

公
害
苦
情
が
発
生
し
な
い
よ
う
早
朝
や
夜
間
の
「
荷
さ
ば
き
作
業
」
や
「
廃
棄
物
収
集
作

業
」
に
は
特
に
配
慮
す
る
こ
と
。

（二）

廃
棄
物
に
つ
い
て

（１）

事
務
所
に
お
い
て
生
じ
る
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
発
生
を
抑
制
し
、
発
生
し
た
廃
棄
物
に

つ
い
て
も
分
別
の
徹
底
を
図
る
等
再
利
用
を
促
進
し
、
廃
棄
物
の
減
量
化
に
努
め
る
こ
と
。

（２）

排
出
す
る
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
一
般
廃
棄
物
と
産
業
廃
棄
物
に
区
分
し
、
処
理
を
委
託

す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
般
廃
棄
物
処
理
業
又
は
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
を
有
す
る

業
者
へ
委
託
し
、
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。

三
　
周
辺
地
域
の
住
民
、
事
業
者
等
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

秋
田
市
役
所
　
商
業
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
十
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告

し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ヤ
マ
キ
秋
田
卸
町
店

秋
田
市
卸
町
一
丁
目
三
番
七
号

二
　
秋
田
市
長
の
意
見

騒
音
に
つ
い
て

（一）

夜
間
に
お
け
る
規
制
基
準
超
過
対
策
と
し
て
駐
車
場
の
利
用
制
限
を
確
実
に
実
施
す
る
こ

と
。
ま
た
、
緑
地
帯
等
に
よ
る
騒
音
の
緩
衝
も
検
討
す
る
こ
と
。

（二）

現
況
が
事
務
所
と
い
う
理
由
で
夜
間
の
規
制
基
準
を
超
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
対
策
を

講
じ
な
い
箇
所
が
あ
る
。
用
途
区
域
が
第
一
種
住
居
専
用
地
域
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
将
来
住

宅
が
立
地
す
る
恐
れ
が
な
い
と
は
言
え
ず
、
苦
情
が
発
生
し
た
場
合
に
は
十
分
な
対
応
を
す
る

１０

薬
師
岳
真
昼
岳
線
道
路

（
歩
道
）

白
岩
岳
・
真
昼
岳
縦
走

線
道
路
（
歩
道
）

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

路
線
距
離

三
〇
・
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

路
線
距
離

三
二
・
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

起
点
―
秋
田
営
林
局
大
曲
事
業

区
一
五
八
林
班
ろ
小
班

終
点
―
秋
田
営
林
局
大
曲
事
業

区
一
九
二
林
班
い
小
班

起
点
―
仙
北
郡
太
田
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一

五
八
林
班
（
白
岩
薬
師
）

終
点
―
仙
北
郡
千
畑
町
国
有
林

秋
田
森
林
管
理
署
二
一

九
三
林
班
（
女
神
山
）
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こ
と
。

（三）

駐
車
場
利
用
時
間
が
午
前
六
時
三
十
分
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
か
ら
駐
車
場
の
騒
音
対
策
と
し

て
、
夜
間
の
み
な
ら
ず
早
朝
の
利
用
制
限
も
検
討
す
る
こ
と
。

（四）

公
害
苦
情
が
発
生
し
な
い
よ
う
早
朝
や
夜
間
の
「
荷
さ
ば
き
作
業
」
や
「
廃
棄
物
収
集
作
業
」

に
は
特
に
配
慮
す
る
こ
と
。

三
　
周
辺
地
域
の
住
民
、
事
業
者
等
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

秋
田
市
役
所
　
商
業
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
十
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
六
年

四
月
十
二
日
付
け
指
令
由
建
│
百
二
十
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

本
荘
市
三
川
字
大
沢
十
八
番
地
一

鳥
海
マ
テ
リ
ア
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
村
岡
兼
幸

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

本
荘
市
三
川
字
大
沢
一
番
一
、
二
番
、
十
八
番
一
、
十
八
番
三
、
十
八
番
四
、
十
八
番
五
、
十

八
番
十
、
十
八
番
十
三
　
　
以
上
八
筆

秋
田
県
告
示
第
五
百
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
三
年

十
月
一
日
付
け
指
令
平
建
―
二
百
三
十
三
―
三
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た

の
で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
保
戸
野
千
代
田
町
二
番
四
十
三
号

三
光
不
動
産
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
岩
本
　
竜
大

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

横
手
市
赤
坂
字
大
道
添
百
四
番
一
、
百
四
番
二
、
百
四
番
三
、
百
四
番
四
、
百
四
番
五
、
百
四

番
六
、
百
五
番
一
、
百
五
番
二
、
百
五
番
三
、
百
五
番
四
、
百
五
番
五
、
百
五
番
六
、
百
五
番
七
、

百
六
番
、
百
七
番
、
百
八
番
及
び
百
九
番

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

一
太
郎
２
０
０
４
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
ラ
イ
セ
ン
ス
　
五
百
四
十
七
ラ
イ
セ
ン
ス

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日
（
水
）

（四）

納
入
場
所

県
が
指
定
す
る
場
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
二
　
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
企
画
振
興
部
情
報
企
画
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
四
二
〇
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
六
月
十
一
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
木
）
ま

で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

公
　
　
　
　
　
　
告
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平
成
十
六
年
六
月
二
十
一
日
（
月
）
午
後
二
時

秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
五
階
情
報
化
研
修
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
う
る
お
い
住
宅
・
健
康
増
進
協
会

三
　
代
表
者
の
氏
名

野
　
村
　
幸
　
悦

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
市
土
崎
港
中
央
三
丁
目
五
番
四
十
七
号
ス
ト
ー
ク
二
十
一
港
町
一
階
有
限
会
社
Ｋ
＆
Ｂ
内

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
健
康
増
進
を
希
求
す
る
市
民
に
対
し
て
、
健
康
住
宅
を
含
む
う
る
お
い
の
あ
る

快
適
な
住
環
境
を
提
供
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
関
わ
る
人
々
や
地
球
に
優
し
い
事
業
を
行
い
、
更
に

里
山
（
自
然
）
を
復
元
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
な
受
け
継
が
れ
る
社
会
の
構
築
と
環
境
を
共
生
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

六
　
定
款
の
変
更
内
容

法
人
の
名
称

平
成
十
六
年
六
月
一
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
荒
川
地
区
ほ
場
整
備
事
業
（
担
い
手
育
成
型
）
）

の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の

二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
由
利

郡
鳥
海
町
上
川
内
堰
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
六
年
六
月
四

日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
者
か
ら
土
地
改
良
事
業
に
係
る
工
事
が
次
の
と
お
り
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
東
由
利
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
五
年
三
月
七
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
東
由
利
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

二
　
象
潟
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
上
浜
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

三
　
金
浦
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
七
日

１２
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（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
こ
の
う
ら
地
区
農
村
総
合
整
備
統
合
補
助
事
業
）

四
　
由
利
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
鮎
川
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

五
　
大
内
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
九
年
十
二
月
二
十
四
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
下
川
大
内
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

六
　
大
内
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
五
年
二
月
十
二
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
大
内
地
区
農
村
総
合
整
備
統
合
補
助
事
業
）

七
　
西
目
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
三
年
二
月
二
十
一
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
西
目
地
区
農
村
総
合
整
備
モ
デ
ル
事
業
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
羽

後
町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

雄
勝
郡
羽
後
町
嶋
田
新
田
字
三
吉
前
六
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
長
　
藏

〃
　
　
〃
　
　
郡
山
字
上
郡
八
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
　
田
　
知
　
哉

〃
　
　
〃
　
　
郡
山
字
下
郡
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
　
道
　
忠
　
秋

〃
　
　
〃
　
　
足
田
字
土
舘
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
有
　
彦

〃
　
　
〃
　
　
嶋
田
新
田
字
嶋
田
五
十
一
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
　
山
　
幸
　
一

〃
　
　
〃
　
　
高
尾
田
字
沼
端
三
十
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
山
　
永
　
一

〃
　
　
〃
　
　
郡
山
字
下
四
ツ
家
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
　
道
　
　
　
隆

〃
　
　
〃
　
　
高
尾
田
字
家
ノ
下
十
八
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
藤
　
昌
太
朗

〃
　
　
〃
　
　
床
舞
字
泉
田
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泉
　
　
　
勇
　
一

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
成
瀬
村
か
ら
協
議
が
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
成
瀬

東
部
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
の
施
行
に
つ
い
て
、
平
成
十
六
年
六
月
三
日
同
意
し
た
の

で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
七
項
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

ダ
イ
ビ
ン
グ
機
材
　
一
式

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
七
月
九
日
（
金
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
立
男
鹿
水
族
館

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
六
月
十
一
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
一
日
（
月
）

ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
（
金
）
午
前
十
時

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

１３
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を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又

は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

乳
房
検
診
車
及
び
乳
房
用
Ｘ
線
撮
影
装
置
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

出
納
局
管
財
課
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

四
　
落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
大
塚
商
店
　
秋
田
市
保
戸
野
中
町
一
―
十
七

五
　
落
札
金
額

九
千
八
十
万
四
千
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
六
年
四
月
十
六
日

１４

監
査
結
果
公
告
第
1
2
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
9
9
号
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
を
執
行
し
た

の
で
、
同
条
第
９
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
1
6
年
６
月
1
1
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
安
　
　
　
正
　
義

秋
田
県
監
査
委
員
　
菅
　
原
　
龍
　
典

秋
田
県
監
査
委
員
　
山
　
田
　
昭
　
郎

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫

１
　
監
査
執
行
状
況

２
　
監
査
の
対
象

平
成
1
5
年
度
に
お
け
る
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
状
況

３
　
経
営
の
概
況

企
業
局
（
観
光
施
設
事
業
会
計
）

観
光
施
設
利
用
者
数
及
び
収
入
実
績

予
算
の
執
行
状
況

収
益
的
収
支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
単
位
：
円
）

監

査

委

員

公

告

監
　
査
　
箇
　
所

企
業
局
（
観
光
施
設
事
業

会
計
）

監
　
査
　
年
　
月
　
日

平
成
1
6
年
４
月
2
6
日

監
　
査
　
委
　
員

安
　
　
　
正
　
義

菅
　
原
　
龍
　
典

山
　
田
　
昭
　
郎

小
　
玉
　
和
　
夫

（
１
）

施
設
名

男
鹿
桜
島
荘

利
用
者
数

1
7
,6
8
2
人

収
入
金
額

1
3
5
,8
1
4
,6
2
3
円

（
２
）区
分

収
　
入

支
　
出

予
　
算
　
額

1
,1
8
3
,5
3
1
,0
0
0

,2
0
6
,0
7
0
,0
0
0

決
　
算
　
額

1
,1
6
1
,3
6
0
,2
0
9

,1
9
4
,9
5
9
,5
0
1

繰
　
越
　
額

－－

不
用
額

－

1
1
,1
1
0
,4
9
9
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１５

資
本
的
収
支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
単
位
：
円
）

経
営
成
績

当
年
度
の
総
収
益
は
1
,1
5
4
,5
3
4
,0
1
6
円
、
総
費
用
は
1
8
7
,4
1
0
,5
6
1
円
で
、
差
し
引
き

9
6
7
,1
2
3
,4
5
5
円
の
純
利
益
と
な
っ
て
い
る
。

４
　
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
適
正
に
執
行
さ
れ

て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

な
お
、
観
光
施
設
事
業
会
計
の
終
了
に
当
た
り
、
唯
一
の
施
設
で
あ
っ
た
男
鹿
桜
島
荘
の
運
営

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
意
見
を
述
べ
る
。

男
鹿
桜
島
荘
の
事
業
効
果
と
し
て
は
、
男
鹿
半
島
西
海
岸
に
お
け
る
滞
在
型
観
光
の
拠
点
施
設

と
し
て
観
光
ル
ー
ト
の
形
成
や
観
光
客
の
増
加
に
寄
与
し
、
男
鹿
半
島
の
観
光
振
興
に
一
定
の
役

割
を
果
た
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
公
営
企
業
の
目
標
の
一
つ
で
あ
る
経
済
性
の
発
揮

と
い
う
点
で
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
成
果
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
原
因
と
し
て
は
、
当
初
の
経
営
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
計
画
に
精
度
を
欠
い
て
い
た
こ
と
、

経
営
状
況
に
つ
い
て
見
直
し
や
再
検
討
が
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
、
経
営
努
力
を
十
分
に
発
揮
で
き

る
体
制
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

今
後
、
経
済
性
、
効
率
性
を
求
め
ら
れ
る
事
業
を
展
開
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
観
光
施
設
事
業
の

経
験
を
踏
ま
え
て
、
計
画
及
び
運
営
に
当
た
ら
れ
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

区
分

収
　
入

支
　
出

予
　
算
　
額

1
,1
8
3
,5
3
1
,0
0
0

2
0
6
,0
7
0
,0
0
0

決
　
算
　
額

1
,1
6
1
,3
6
0
,2
0
9

1
9
4
,9
5
9
,5
0
1

繰
　
越
　
額

－－

不
用
額

－

1
1
,1
1
0
,4
9
9

区
分

収
　
入

支
　
出

予
　
算
　
額

6
,4
3
3
,0
0
0

1
2
,9
6
8
,0
0
0

決
　
算
　
額

5
,7
6
8
,1
2
3

1
2
,3
0
2
,4
4
7

繰
　
越
　
額

－－

不
用
額

－

6
6
5
,5
5
3

（
３
）
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